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節電への協力依頼（緊急連絡）

東日本震災による電力需要逼迫に伴い、国の緊急災害対策本

部より徹底した節電の要請がありました。

つきましては以下の対応を実施しますので、ご協力お願いしま

す。（奈良を除く、全団地を対象とします。）

１．照明設備

・昼間の窓際照明は消灯する。

・室内昼間の照明は５０％程度の点灯率とする。

・廊下・共用部照明は昼間の点灯をしない。

・こまめな点灯及び消灯を実施する。

２．コンセント設備

・電気式の湯沸かし器・ポット・電子レンジは使用しない。

・電気式の暖房器，ストーブ，足温器等は使用しない。

・不要、不急な電気機器は使用しない。

３．空調設備

・空調は全て運転を停止する。（大学美術館収蔵庫除く。）

４．昇降設備

・エレベータは全て運転を停止する。（絵画棟は１台運転）
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